
議第１０８号 

呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい

て 

 呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように定める。 

呉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５ 

項及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４

条第５項の規定に基づき，法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用

職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁償に関して必要な

事項を定めるものとする。 

 （給与） 

第２条 会計年度任用職員の給与の種類は，報酬（基本報酬（給料に相当する報酬

及び地域手当に相当する報酬をいう。以下同じ。），時間外勤務手当，休日勤務

手当及び夜間勤務手当に相当する報酬をいう。以下同じ。）及び期末手当とする。 

２ 公務について生じた費用の弁償は，給与には含まれない。 

 （基本報酬の額） 

第３条 会計年度任用職員の基本報酬の額は，月額，日額又は時間額で定めるもの

として，呉市職員の給与に関する条例（昭和２７年呉市条例第１号。以下「給与

条例」という。）別表第１から別表第４までの各給料表の職務の級１級における

最高の号給までの給料月額及び地域手当を基礎として規則で定める基準に従い，

任命権者が定める。 

２ 前項の規定にかかわらず，職務の性質上これにより難い職にある者の基本報酬

の額は，任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。 

３ 前２項の規定により基本報酬の額を定める場合には，会計年度任用職員の職務

の複雑性，困難性，特殊性及び責任の軽重に応じ，かつ，常勤の職員の給与との

均衡を考慮しなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか，基本報酬の額の決定に関し必要な事項は，規則

で定める。 

 （時間外勤務手当等に相当する報酬） 

第４条 定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用

職員には，その定められた勤務時間を超えて勤務した全時間について，時間外勤

務手当に相当する報酬を支給する。 

２ 規則で定められた休日において，定められた勤務時間中に勤務することを命ぜ

られた会計年度任用職員には，定められた勤務時間中に勤務した全時間について，

休日勤務手当に相当する報酬を支給する。 

３ 第１項の時間外勤務手当及び前項の休日勤務手当に相当する報酬の額は，その

勤務した１時間につき第６条に規定する勤務１時間当たりの基本報酬の額に，１

００分の１００から１００分の１６０までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は，その割合に１００分



の２５を加算した割合）を乗じて得た額とする。 

 （夜間勤務手当に相当する報酬） 

第５条 定められた勤務時間として，午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤

務する会計年度任用職員には，その間に勤務した全時間について，夜間勤務手当

に相当する報酬を支給する。 

２ 前項の夜間勤務手当に相当する報酬の額は，その勤務した１時間につき次条に

規定する勤務１時間当たりの基本報酬の額に，１００分の２５を乗じて得た額と

する。 

 （勤務１時間当たりの基本報酬の額の算出） 

第６条 会計年度任用職員の勤務１時間当たりの基本報酬の額は，次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 基本報酬を月額で定めた場合 基本報酬の月額に１２を乗じ，その額を１週

間の勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額 

(2) 基本報酬を日額で定めた場合 基本報酬の日額を当該会計年度任用職員につ

いて定められた１日の勤務時間で除して得た額 

(3) 基本報酬を時間額で定めた場合 基本報酬の時間額 

 （期末手当） 

第７条 給与条例第１４条の４から第１４条の４の３まで（第１４条の４第１項後

段を除く。）の規定は，任期の定めが６月以上で６月１日及び１２月１日にそれ

ぞれ在職する会計年度任用職員（規則で定める者を除く。以下この条において同

じ。）について準用する。この場合において，給与条例第１４条の４第２項中

「１００分の２２５」とあるのは「１００分の１３０」と，同条第４項中「それ

ぞれその基準日現在（退職し，若しくは失職し，又は死亡した職員にあつては，

退職し，若しくは失職し，又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは，

「規則で定める基準に従い任命権者が定める額」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか，会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な

事項は，規則で定める。  

 （通勤に係る費用弁償） 

第８条 会計年度任用職員が，規則で定める通勤に係る費用弁償の要件に該当する

ときは，その通勤に係る費用を弁償する。 

２ 通勤に係る費用の弁償の額，支給日，返納その他通勤に係る費用の弁償につい

て必要な事項は，規則で定める。 

 （職務のための旅行に係る費用弁償） 

第９条 会計年度任用職員が職務のために旅行したときは，その費用を弁償する。 

２ 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法については，呉市報酬及び費用弁

償条例（昭和２２年呉市条例第４２号）第７条の規定を準用する。この場合にお

いて，同条第２項中「その他の者」とあるのは，「会計年度任用職員」と読み替

えるものとする。 

 （報酬の支給方法） 



第１０条 会計年度任用職員の報酬は，月の初日から末日までを支給計算期間とし，

毎月１回，規則で定める日に支給するものとする。 

２ 新たに会計年度任用職員となった者にはその日から報酬を支給し，離職したと

きはその日（月額により定められた報酬を受ける職員が死亡したときは，その日

が属する支給計算期間の末日）まで報酬を支給する。 

 （基本報酬の減額等） 

第１１条 月額により基本報酬が定められている会計年度任用職員が定められた勤

務時間中に勤務しない場合は，その勤務しないことにつき特に承認のあったとき

を除き，その勤務しない１時間につき第６条に規定する勤務１時間当たりの基本

報酬の額を減額して支給する。ただし，当該減額して支給すべき時間が支給計算

期間の全期間にわたる場合には，当該支給計算期間に係る報酬は，支給しない。 

２ 前項の規定は，日額により定められた報酬を受ける会計年度任用職員が，１日

のうちの一部を勤務しなかった場合に準用する。 

 （単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準） 

第１２条 会計年度任用職員として法第５７条に規定する単純な労務に雇用される

者の給与の種類及び基準は，この条例に定める給与の種類及び基準による。 

 （会計年度任用職員の給与からの控除） 

第１３条 給与条例第２条の２の規定は，会計年度任用職員について準用する。 

 （口座振替による給与の支払） 

第１４条 給与条例第５条の２の規定は，会計年度任用職員について準用する。 

 （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   付 則 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため，この条例案を提出する。 


